
 

 

 

 

福祉用具専門相談員指定講習会を実施するには、各都道府県知事の指定が必要です。 

香川県が指定する福祉用具専門相談員指定講習会は、次のとおりです。 

（令和 6 年 3 月現在） 

講 習 会 

実 施 者 

講 習 会 

名 称 

講 習 会 

実施場所 
連絡先 開催(予定)日 

学校法人 

穴吹学園 

福祉用具 

専門相談員 

養成講座 

 

 

 

 

 

高松市西の丸

町 14-10 

087-822-

3313 

第 1 回（R5.4/16～6/11） 

4/16 4/23 5/14 

5/21 5/28 6/4 6/11 

 

第 2 回（R6.2/4～3/31） 

2/4 2/18 2/25 

3/3 3/10 3/24 3/31 

株式会社 

ケアサービス

長谷川 

 

長谷川 

カレッジ 

福祉用具 

専門相談員 

養成科 

高松市屋島西

町 1466-1 

087-813-

7615 

【中止】第１回（R6.3/28～6/19） 

3/28 4/3 4/10/ 5/8 5/22 

6/5 6/11 6/12 6/13 6/19 

 

注意：開催日は変更になる場合がありますので、実施者にご確認ください。 

香川県指定 福祉用具専門相談員指定講習会一覧 

 


